
最近、新聞やニュースで虐待という言葉をよく耳にする機会が増えました。嫌なことですよね。

会津若松市の障がい者福祉施設で、賞味期限切れの食品を提供したとか暴言があったとかという虐待報告は、昨年だっ

たと記憶してます。また会津若松市の認定こども園で不適切保育があったというニュースは、つい最近です。また、他

県ではありますが、障がい者グループホームでの食材費過大請求など、後がたちません。なぜこんなにもニュースにな

るようになったのか？それは、市町村への通報義務付けが浸透してきている証拠かなと思います。

児童は平成12年、高齢者は平成18年、障がい者は平成24年に、虐待防止法が施行されています。いずれも早期発見

を重要視し、市町村への通報義務がありますので、会津若松市は通報された場合にきちんと対応していると思われます。

虐待は、暴力（身体的虐待）のみならず、怒鳴る・無視する（心理的虐待）、世話や介助をしない（放棄・放任）、

お金を渡さない（経済的虐待）、ジャニーズ問題となっている（性的虐待）等々、色々なケースがあり、また、これら

が重なって行われている場合もあります。

虐待の防止や早期発見、適切な対応のために、さまざまな支援活動の体制が整えられています。

ひとりで抱え込んだり放置したりせず、地域社会の支援を受けながら虐待のない社会にしていきましょう。

ちょっと待って それって虐待かも

グループホームたかせ
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特定非営利活動法人憩いの家

_うさぎセラピー課 スタッフ紹介_

中央上、セラピー課長のラテ 厳しい女性管理職であり
ます。ブッブッとうさ太郎に指示を出します(笑)

左下、中間管理職のうさ太郎（♂）
ラテ課長の指示を受け、ちび蔵に伝達します。気遣い上手
です。

右下、平社員のちび蔵（♂）
上司の言うことを聞いてるふりして、事務所で居眠りして
います!(^^)!

どうぞよろしくお願いします。

Photo album

５月生まれお誕生会（上左）
１１月生まれお誕生会（上右）

避難訓練の様子

毎年恒例の炊き出し
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